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Ⅰ 基本的
きほんてき

な事項
じこう

 

 １．計 画
けいかく

策 定
さくてい

の趣旨
しゅし

 

障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こよう

について、島根県
しまねけん

では、昭 和
しょうわ

63年
ねん

に第
だい

１回目
か い め

の 身 体 障
しんたいしょう

がい者
しゃ

を 対 象
たいしょう

とした採 用
さいよう

試験
しけん

を実施
じっし

し、以降
いこう

継 続
けいぞく

して採 用
さいよう

試験
しけん

を実施
じっし

してきました。また、平 成
へいせい

30年
ねん

には「知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

」、「 精 神 障
せいしんしょう

がい者
しゃ

」

を新た
あらた

に 対 象
たいしょう

に加
くわ

えた採 用
さいよう

試験
しけん

を実施
じっし

するなど、 障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こよう

拡 大
かくだい

に努
つと

めているところです。  

一 方
いっぽう

で、平 成
へいせい

30年
ねん

に、国
くに

の機関
きかん

及び
および

地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

の機関
きかん

（以下
い か

「公務
こうむ

部門
ぶもん

」という。）の多
おお

くの機関
きかん

において、障 害 者
しょうがいしゃ

雇用率
こ よ う り つ

制度
ようりつ

の対 象 障
たいしょうしょう

が

い者
しゃ

の不適切
ふ て き せ つ

な計上
けいじょう

があり、法定
ほうてい

雇用率
こ よ う り つ

を達成
たっせい

していない 状 況
じょうきょう

であった

ことが明
あき

らかとなりました。島根県
しまねけん

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

においても雇用率
こようりつ

の

算 定
さんてい

誤り
あやま

がありました。  

これらを受
う

け、公務
こうむ

部門
ぶもん

においては、法 定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の速
すみ

やかな達 成
たっせい

に向
む

けた取 組
とりくみ

を進
すす

めることが求
もと

められる一 方
いっぱう

で、障
しょう

がい者
しゃ

が活
かつ

躍
やく

しやすい

職
しょく

場
ば

づくりや人事
じんじ

管理
かんり

を進
すす

める等
とう

、雇
こ

用
よう

の質
しつ

を確
かく

保
ほ

するための取 組
とりくみ

を

確 実
かくじつ

に推
すい

進
しん

するため、 障
しょう

がいの雇
こ

用
よう

の促 進
そくしん

等
とう

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

の一
いち

部
ぶ

を

改
かい

正
せい

する法 律
ほうりつ

（令和
れいわ

元 年
がんねん

法 律
ほうりつ

第
だい

36号
ごう

）による改
かい

正
せい

後
ご

の 障
しょう

がい者
しゃ

の雇
こ

用
よう

の促 進
そくしん

等
とう

に関
かん

する法 律
ほうりつ

（ 昭
しょう

和
わ

35年法
ほう

律
りつ

第
だい

123号
ごう

。以
い

下
か

「法
ほう

」という。）  

第
だい

７ 条
じょう

の３第
だい

１項
こう

の規定
ていき

に基
もと

づき、国
くに

及
およ

び地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

の任命権者
にんめいけん

は、 障
しょう

がい者
しゃ

である 職 員
しょくいん

の 職
しょく

業
ぎょう

生
せい

活
かつ

における活 躍
かつやく

の推
すい

進
しん

に関
かん

す

る取 組
とりくみ

に関
かん

する計
けい

画
かく

（障がい者
し ょ う し ゃ

活 躍
かつやく

推 進
すいしん

計 画
けいかく

）を作
さく

成
せい

することとされ、

本 県
もとけん

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

においては、令
れい

和
わ

２年
ねん

３月
がつ

に「島
しま

根
ね

県
けん

教
きょう

育
いく

委
い

員
いん

会
かい

障
しょう

がい者
しゃ

活 躍
かつやく

推 進
すいしん

計 画
けいかく

（以下
い か

「計
けい

画
かく

」という。）」を策
さく

定
てい

しました。 

今
こん

回
かい

の改
かい

訂
てい

では、計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

から３年 間
ねんかん

の実
じっ

績
せき

、課
か

題
だい

を踏
ふ

まえて、  

障
しょう

がいのある 職
しょく

員
いん

の定
てい

着
ちゃく

・活 躍
かつやく

に向
む

けた取 組
とりくみ

を一 層 推 進
いっそうすいしん

すること

で、 障
しょう

がいのある 職
しょく

員
いん

を含
ふく

めた、 職 員
しょくいん

一人
ひとり

ひとりにとって 働
はたら

きや

すい職 場
しょくば

づくり、そして 障
しょう

がい特 性
とくせい

や個
こ

性
せい

に応
お

じて能
のう

力
りょく

を 十
じゅう

分
ぶん

に

発
はっ

揮
き

できる職 場
しょくば

を目
め

指
ざ

します。  

２．計 画
けいかく

の期
き

間
かん

 

令
れい

和
わ

５年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から令
れい

和
わ

８年
ねん

３月
がつ

31日
にち

までの３年 間
ねんかん
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Ⅱ  目指
め ざ

す 姿
すがた

と 目 標
もくひょう

 

１．目指
め ざ

す 姿
すがた

 

  障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

が、障
しょう

がい特 性
とくせい

や個性
こせい

に応
おう

じて 能 力
のうりょく

を 十 分
じゅうぶん

に発揮
はっき

し、 働
はたら

きやすく、やりがいを感
かん

じることができる職 場
しょくば

。  

さらに、こうした職 場
しょくば

は、同
おな

じ職 場
しょくば

で 働
はたら

く、 障
しょう

がいのない 職 員
しょくいん

にとっても 働
はたら

きやすい職 場
しょくば

であることを 職 員
しょくいん

全 員
ぜんいん

が認 識
にんしき

し、お互
たが

いに理解
りかい

・ 協 力
きょうりょく

することができる職 場
しょくば

。  

２． 目 標
もくひょう

 

     職員向
しょくいんむ

けアンケート
あ ん け ー と

の実施
じ っ し

等
と う

により、 現 状
げんじょう

を把握
はあく

し、課題
かだい

分析
ぶんせき

を

行
おこな

いました。その結果
けっか

として、 働
はたら

きやすく、やりがいを感
かん

じること

ができる職 場
しょくば

を実 現
じつげん

するため、次
つぎ

のとおり 目 標
もくひょう

を設 定
せってい

します。  

 

項
こう

  目
もく

 目
もく

  標
ひょう

 現状
げんじょう

及
およ

び評価
ひょうか

方法
ほうほう

等
とう

 

１ 採 用
さいよう

に関
かん

する 目 標
もくひょう

 実
じつ

雇用 率
こようりつ

が当 該
とうがい

年
ねん

６月
がつ

１日
にち

時点
じてん

の法 定
ほうてい

雇用 率
こようりつ

（※１） 以 上
いじょう

 

現 状
げんじょう

（令和
れいわ

４年
ねん

６月
がつ

１

日
にち

時点
じてん

）： 

実
じつ

雇用 率
こようりつ

2.45％（法 定
ほうてい

雇用 率
こようりつ

2.50%） 

評 価
ひょうか

方 法
ほうほう

：毎 年
まいとし

の

任 免
にんめん

状 況
じょうきょう

通 報
つうほう

に

より把握
はあく

・ 進 捗
しんちょく

管理
かんり

 

２ 定 着
ていちゃく

に関
かん

する 目 標
もくひょう

 ３年
ねん

以内
いない

の離 職 者
りしょくしゃ

ゼロ（※２） 評 価
ひょうか

方 法
ほうほう

：毎 年
まいとし

の

任 免
にんめん

状 況
じょうきょう

通 報
つうほう

の

時期
じ き

に 定 着
ていちゃく

状 況
じょうきょう

を把握
はあく

・ 進 捗
しんちょく

管理
かんり
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３ 満足 度
まんぞくど

、ワーク・エンゲー

ジメント（※３）に関
かん

する

目 標
もくひょう

 

働
はたら

きやすさ指数
しすう

（※４）：90.0％ 

やりがい指数
しすう

（※４）：64.9％ 

 

現 状
げんじょう

（令和
れいわ

４年
ねん

８月
がつ

時点
じてん

）： 

働
はたら

きやすさ（満 足
まんぞく

、やや

満 足
まんぞく

） 88 .0％ 

やりがい（強
つよ

く感
かん

じる、かな

り感
かん

じる） 54 .7％ 

評 価
ひょうか

方 法
ほうほう

：毎 年
まいとし

、

対 象 者
たいしょうしゃ

に対
たい

して

アンケート
あ ん け ー と

調 査
ちょうさ

を実施
じっし

し、

把握
はあく

・ 進 捗
しんちょく

管理
かんり

 

 

※１ 法 定
ほうてい

雇 用 率
こようりつ

：令和
れいわ

５年度
ねんど

においては  2 .5 % 

          令和
れいわ

６年
ねん

４月
がつ

１日
にち

より 2 .9％ に引
ひ

き上
あ

げ。ただし、経過
けいか

措置
そち

として令和
れいわ

８年
ねん

６月
がつ

30 日
にち

までは  2 .7％。 

※２ ３年
ねん

以内
いない

の離 職 者
りしょくしゃ

ゼロ：計 画
けいかく

策 定
さくてい

の令和
れいわ

２年
ねん

４月
がつ

以降
いこう

に採 用
さいよう

された者
もの

を 対 象
たいしょう

とする。

なお、ワークセンター
わ ー く せ ん た ー

（＊）に勤務
きんむ

しながら特 定
とくてい

の期 間 内
きかんない

に一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

することを目指
めざ

している 職 員
しょくいん

が一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

を理由
りゆう

として離 職
りしょく

した場合
ばあい

、本 人
ほんにん

の個 人 的
こじんてき

な都合
つごう

や家庭
かてい

の事 情
じじょう

による場合
ばあい

など、 障
しょう

がいに起因
きいん

した不本意
ふほんい

な離 職
りしょく

でない場合
ばあい

は離 職 者
りしょくしゃ

に含
ふく

めない。 

＊ ワークセンター： 障
しょう

がいのある者
もの

を会 計
かいけい

年度
ねんど

任 用
にんよう

職 員
しょくいん

として任 用
にんよう

し、一 般
いっぱん

の事 業 所
じぎょうしょ

等
とう

に近
ちか

い 形
かたち

で勤務
きんむ

しながら 

職 業
しょくぎょう

能 力
のうりょく

、 職 業
しょくぎょう

意識
いしき

、対 人
たいじん

技能
ぎのう

等
とう

を身
み

に付
つ

けることで、一 定
いってい

期 間 内
きかんない

の一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

を目指
めざ

す場
ば

。 

※３ ワーク
わ ー く

・エンゲージメント
え ん げ ー じ め ん と

：仕事
しごと

への 積 極 的
せっきょくてき

関与
かんよ

の 状 態
じょうたい

で、「仕事
しごと

に 誇
ほこり

や、やりがいを感
かん

じてい

る」、「仕事
しごと

に熱 心
ねっしん

に取
と

り組
く

んでいる」、「仕事
しごと

から 活 力
かつりょく

を得
え

ていきいきとしている」の３つが揃
そろ

った 状 態
じょうたい

 

※４ 計 画
けいかく

開始
かいし

年度
ねんど

（令和
れいわ

２年度
ねんど

）以降
いこう

の実 績
じっせき

における 最
もっと

も高
たか

い指数
しすう

（ 90 .0％を上 回
うわまわ

る場合
ばあい

は

90 .0％ ）を目 標 値
もくひょうち
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Ⅲ  具体的
ぐたいてき

な取 組
とりくみ

 

１． 障
しょう

がい者
しゃ

の活 躍
かつやく

を推 進
すいしん

する体 制
たいせい

整備
せいび

 

(1) 組織面
そしきめん

 

①  障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

推 進 者
すいしんしゃ

として 教 育 庁
きょういくちょう

総務
そうむ

課 長
かちょう

を選 任
せんにん

します。  

②  障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こよう

の推 進
すいしん

及
およ

び計 画
けいかく

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

の点 検
てんけん

・見直
みなお

しを

行
おこな

うため、教 育 庁
きょういくちょう

各課
かくか

で協 議
きょうぎ

・検 討
けんとう

を 行
おこな

います。また、島根県
しまねけん

障
しょう

がい者
しゃ

活 躍
かつやく

推 進
すいしん

関係機関
かんけいきかん

協 議 会
きょうぎかい

（事務局
じむきょく

：総務部
そ う む ぶ

人事課
じ ん じ か

）を通
つう

じて知事
ち じ

部 局
ぶきょく

等
など

とも協 議
きょうぎ

を 行
おこな

うほか、必 要
ひつよう

に応
おう

じて、外部
がいぶ

関 係
かんけい

   

機関
きかん

（島根
しまね

労 働 局
ろうどうきょく

、 障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

機関
きかん

等
とう

）とも協 議
きょうぎ

を 行
おこな

いま

す。   

③  各 所 属
かくしょぞく

に支援
しえん

担 当 者
たんとうしゃ

（ 所 属
しょぞく

長
ちょう

及
およ

び 所 属
しょぞく

長
ちょう

が指名
しめい

する 者
もの

）を、

教 育 庁
きょういくちょう

総務課
そ う む か

及
およ

び学 校
がっこう

企画課
き か く か

に 教 育
きょういく

委員会
いいんかい

全 体
ぜんたい

の支援
し え ん

担当者
たんとうしゃ

（課 長
かちょう

代理
だいり

）を選 任
せんにん

します。  

④  所 属
しょぞく

での支援
しえん

担 当 者
たんとうしゃ

による相 談
そうだん

のほか、必 要
ひつよう

に応
おう

じて各種
かくしゅ

相談
そうだん

先
さき

（ 障 害 者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

生 活
せいかつ

相 談 員
そうだんいん

、合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

に関
かん

する相 談
そうだん

窓 口
まどぐち

、

教 育 庁
きょういくちょう

福利課
ふ く り か

における 職 員
しょくいん

相 談
そうだん

窓 口
まどぐち

等
など

）と 情 報
じょうほう

共 有
きょうゆう

します。 

⑤  教 育
きょういく

庁 内
ちょうない

・所 属 内
しょぞくない

の相 談
そうだん

窓 口
まどぐち

や 教 育 庁 外
きょういくちょうがい

の相 談
そうだん

窓 口
まどぐち

につ

いて、職 員
しょくいん

に周 知
しゅうち

するとともに、計 画
けいかく

の趣旨
しゅし

・内 容
ないよう

についても併
あわ

せて周 知
しゅうち

します。  

⑥  ワークセンター
わ ー く せ ん た ー

については、各設置
かくせっち

所 属
しょぞく

において適 切
てきせつ

な運 営
うんえい

がな

されるよう、 教 育 庁
きょういくちょう

総務課
そ う む か

において相 談
そうだん

支援
しえん

を 行
おこな

うほか、設置
せっち

所 属 間
しょぞくかん

の連 携
れんけい

確保
かくほ

のための支援
しえん

を併
あわ

せて 行
おこな

います。  

⑦  市 町 村
しちょうそん

立
りつ

学 校
がっこう

については、市 町 村
しちょうそん

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

を 中 心
ちゅうしん

にそれぞ

れの 実 情
じつじょう

に応
おう

じた支援
しえん

体 制
たいせい

が整備
せいび

されるよう 働
はたら

きかけを 行
おこな

う

ほか、教 育 庁
きょういくちょう

学 校
がっこう

企画課
き か く か

に市 町 村
しちょうそん

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

の相 談
そうだん

窓 口
まどぐち

とな

る担 当 者
たんとうしゃ

を選 任
せんにん

します。  

(2) 人 材 面
じんざいめん
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①  障 害 者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

生 活
せいかつ

相 談 員
そうだんいん

に選 任
せんにん

された者
もの

及
およ

び当 該
とうがい

相 談 員
そうだんいん

所 属
しょぞく

するグループ又
また

はスタッフ
す た っ ふ

の 職 員
しょくいん

に、島根
しまね

労 働 局
ろうどうきょく

が開 催
かいさい

す

る 障 害 者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

生 活
せいかつ

相 談 員
そうだんいん

資格
しかく

認 定
にんてい

講 習
こうしゅう

を受 講
じゅこう

させます。  

②  障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

が配 属
はいぞく

されている所 属
しょぞく

を 中 心
ちゅうしん

に、島
しま

根
ね

労 働 局
ろうどうきょく

が開 催
かいさい

する「精 神
せいしん

・発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

しごとサポーター
さ ぽ ー た ー

養 成
ようせい

講座
こうざ

」の受 講
じゅこう

案 内
あんない

を 行
おこな

い、参加
さんか

を募
つの

ります。  

③  障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

が安 定
あんてい

して 働
はたら

き続
つづ

けるためには、職 場
しょくば

にお

いて上 司
じょうし

・ 同 僚
どうりょう

がその人
ひと

の 障
しょう

がい特 性
とくせい

などについて理解
りかい

し、共
とも

に 働
はたら

く上
うえ

で必 要
ひつよう

な配 慮
はいりょ

を 行
おこな

うことが 重 要
じゅうよう

であることから、障
しょう

がいに対
たい

する理解
りかい

を促 進
そくしん

するための 研 修 会
けんしゅうかい

を実施
じっし

し、併
あわ

せて計 画
けいかく

の趣旨
しゅし

・内 容
ないよう

についての周 知
しゅうち

を 行
おこな

います。また、新規
しんき

採 用
さいよう

職 員
しょくいん

研 修
けんしゅう

や管理
かんり

職 向
しょくむ

け 研 修
けんしゅう

などの階 層
かいそう

別
べつ

研 修
けんしゅう

については、 教 育
きょういく

センター
せ ん た ー

が実施
じっし

する 研 修
けんしゅう

メニュー
め に ゅ ー

の検 討
けんとう

や知事
ち じ

部 局
ぶきょく

等
とう

との連 携
れんけい

により、 障
しょう

がい理解
りかい

に関
かん

する内 容
ないよう

の 充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。  

 

【参 考
さんこう

】  

         相
そう

 談
だん

 体
からだ

 制
せい

 図
ず

 

 

        最終
さいしゅう

ページ
ぺ ー じ

（１１ページ
ぺ ー じ

）参照
さんしょう
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２．  障
しょう

がい者
しゃ

の活 躍
かつやく

の基本
きほん

となる職 務
しょくむ

の選 定
せんてい

・ 創 出
そうしゅつ

 

(1) 現
げん

に勤務
きんむ

する 障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

や今後
こんご

採 用
さいよう

する 障
しょう

がい者
しゃ

の

能 力
のうりょく

や希望
きぼう

等
など

を踏
ふ

まえ、職 務
しょくむ

の選 定
せんてい

（既存
きぞん

業 務
ぎょうむ

の切
き

り出
だ

し等
とう

）及
およ

び

創 出
そうしゅつ

（定 型 的
ていけいてき

業 務
ぎょうむ

の 集 中 化
しゅうちゅうか

等
とう

）について検 討
けんとう

を 行
おこな

います。  

(2) 所 属
しょぞく

の支援
しえん

担 当 者
たんとうしゃ

から 障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

へ定期的
ていきてき

に面 談
めんだん

を 行
おこな

い、 障
しょう

がい者
しゃ

と業 務
ぎょうむ

の適 切
てきせつ

なマッチング
ま っ ち ん ぐ

ができているかの点 検
てんけん

を

行
おこな

い、 必 要
ひつよう

に 応
おう

じて 職 務
しょくむ

の 選 定
せんてい

、 業 務
ぎょうむ

内 容
ないよう

の見直
みなお

しを 行
おこな

います。 

(3) ワークセンター
わ ー く せ ん た ー

については、各 所 属
かくしょぞく

に対
たい

して業 務
ぎょうむ

の選 定
せんてい

（既存
きぞん

業 務
ぎょうむ

の切
き

り出
だ

し等
とう

）及
およ

び 創 出
そうしゅつ

（定 型 的
ていけいてき

業 務
ぎょうむ

の 集 中 化
しゅうちゅうか

等
とう

）について

積 極 的
せっきょくてき

に 働
はたら

きかけを 行
おこな

い、 障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

の 能 力
のうりょく

や希望
きぼう

等
など

に応
おう

じた多様
たよう

な職 務
しょくむ

の掘
ほ

り起
お

こしを 行
おこな

います。  

 

３．  障
しょう

がい者
しゃ

の活 躍
かつやく

を推 進
すいしん

するための 環 境
かんきょう

整備
せいび

・人事
じんじ

管理
かんり

 

 (1) 職 務
しょくむ

環 境
かんきょう

 

①  障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

からの要 望
ようぼう

等
とう

を踏
ふ

まえ、 休 憩
きゅうけい

スペース
す ぺ ー す

の

整備
せいび

などにより、 働
はたら

きやすい 環 境
かんきょう

づくりを検 討
けんとう

します。  

②  障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

からの要 望
ようぼう

等
とう

を踏
ふ

まえ、視覚
しかく

、聴 覚
ちょうかく

等
とう

の機能
きのう

を補助
ほじょ

する機器
き き

・ソフトの整備
せいび

を検 討
けんとう

します。  

③  障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

からの要 望
ようぼう

等
とう

を踏
ふ

まえ、資 料
しりょう

の文字
も じ

の拡 大
かくだい

や

ルビ
る び

振
ふ

り、作 業
さぎょう

マニュアル
ま に ゅ あ る

のカスタマイズ
か す た ま い ず

化
か

、チェックリスト
ち ぇ っ く り す と

の

作 成
さくせい

、作 業
さぎょう

手 順
てじゅん

の簡素化
か ん そ か

や見直
みなお

し等
とう

を検 討
けんとう

します。  

④  新規
しんき

に採 用
さいよう

した 障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

については、面 談
めんだん

により必 要
ひつよう

な配 慮
はいりょ

等
とう

を把握
はあく

し、その後
ご

も 障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

からの要 望
ようぼう

に応
おう

じて、定期的
ていきてき

な面 談
めんだん

など継 続 的
けいぞくてき

に必 要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じます。  

⑤  市 町 村
しちょうそん

立
りつ

学 校
がっこう

については、市 町 村
しちょうそん

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

により上 記
じょうき

に 準
じゅん

じた取 組
とりくみ

が進
すす

められるよう、会議
かいぎ

等
など

の機会
きかい

を利用
りよう

して実 態
じったい

把握
はあく

や

県
けん

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

の取 組
とりくみ

状 況
じょうきょう

の 紹 介
しょうかい

などを 行
おこな

います。  
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(2) 募 集
ぼしゅう

・採 用
さいよう

 

①  一 般
いっぱん

職 員
しょくいん

の募 集
ぼしゅう

のほか、事務
じ む

補助
ほじょ

を 行
おこな

う 職 員
しょくいん

や軽易
けいい

な業 務
ぎょうむ

に

従 事
じゅうじ

する 職 員
しょくいん

の募 集
ぼしゅう

を 行
おこな

うなど、障
しょう

がい特 性
とくせい

に配 慮
はいりょ

した職 務
しょくむ

の選 定
せんてい

や選 考
せんこう

方 法
ほうほう

の工夫
くふう

を 行
おこな

い、知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

、 精 神 障
せいしんしょう

がい

者
しゃ

及
およ

び 重 度 障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

の 積 極 的
せっきょくてき

な採 用
さいよう

に努
つと

めます。  

②  採 用
さいよう

選 考
せんこう

に当
あ

たり、 障
しょう

がい者
しゃ

からの要 望
ようぼう

を踏
ふ

まえ、次
つぎ

のような

障
しょう

がい特 性
とくせい

への配 慮
はいりょ

を 行
おこな

います。  

【筆記
ひっき

試験
しけん

】  

（視 覚 障
しかくしょう

がい）  

  点字
てんじ

受 験
じゅけん

、文字
も じ

・用紙
ようし

の拡 大
かくだい

、拡
かく

大 鏡
だいきょう

の使用
しよう

許可
きょか

、試験
しけん

時間
じかん

の

延 長
えんちょう

、別 室
べっしつ

受 験
じゅけん

 

（ 聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい）  

  手話通
しゅわつう

訳 者
やくしゃ

の配置
はいち

、補聴器
ほちょうき

の使用
しよう

許可
きょか

、書 面
しょめん

・筆 談
ひつだん

による指示
し じ

、

希望
きぼう

する席
せき

への配置
はいち

、別 室
べっしつ

受 験
じゅけん

 

（肢体
したい

不自由
ふ じ ゆ う

）  

   用紙
ようし

拡 大
かくだい

、試験
しけん

時間
じかん

の 延 長
えんちょう

、別 室
べっしつ

受 験
じゅけん

、試験
しけん

会 場
かいじょう

・ 机
つくえ

等
とう

の配 慮
はいりょ

 

【実技
じつぎ

試験
しけん

・面 接
めんせつ

試験
しけん

】  

 試験
しけん

内 容
ないよう

の軽 減
けいげん

や受 験
じゅけん

方 法
ほうほう

の変 更
へんこう

等
とう

 

③  募 集
ぼしゅう

・採 用
さいよう

に当
あ

たっては、以下
い か

の 取 扱
とりあつか

いを 行
おこな

いません。  

・  特 定
とくてい

の 障
しょう

がいを排
はい

除
じょ

し、又
また

は特 定
とくてい

の 障
しょう

がいに限 定
げんてい

する。  

・  自力
じりき

で通 勤
つうきん

できることといった 条 件
じょうけん

を設 定
せってい

する。  

・  介 助 者
かいじょしゃ

なしで業 務
ぎょうむ

遂 行
すいこう

が可能
かのう

といった 条 件
じょうけん

を設 定
せってい

する。  

・「 就 労
しゅうろう

支援
しえん

機関
きかん

に所 属
しょぞく

・登 録
とうろく

しており、雇用
こよう

期 間 中
きかんちゅう

支援
しえん

が受
う

けられ

ること」といった 条 件
じょうけん

を設 定
せってい

する。  

・  特 定
とくてい

の 就 労
しゅうろう

支援
しえん

機関
きかん

からのみの受入
うけい

れを実施
じっし

する。  

(3) 多様
たよう

な 働
はたら

き方
かた

 

①  教 育 庁
きょういくちょう

本 庁
ほんちょう

や 教 育
きょういく

機関
きかん

等
とう

において、令和元
れいわがん

年度
ねんど

に 導 入
どうにゅう

した

「時差
じ さ

出 勤
しゅっきん

勤務
きんむ

制度
せいど

」の利用
りよう

を促 進
そくしん

します。また、県
けん

立
りつ

学 校
がっこう

にお



- 8 - 

いては、必 要
ひつよう

に応
おう

じて、勤務
きんむ

時間
じかん

の割
わ

り振
ふ

り変 更
へんこう

等
とう

による配 慮
はいりょ

を 行
おこな

います。  

②  職 員
しょくいん

がより 柔 軟
じゅうなん

な 働
はたら

き方
かた

ができるよう、テレワーク
て れ わ ー く

の 導 入
どうにゅう

を検 討
けんとう

します。  

③  時間
じかん

単位
たんい

の年次
ねんじ

有 給
ゆうきゅう

休 暇
きゅうか

や 私 傷 病
ししょうびょう

休 暇
きゅうか

などの各 種
かくしゅ

休 暇
きゅうか

の

利用
りよう

を促 進
そくしん

します。  

④  市 町 村
しちょうそん

立
りつ

学 校
がっこう

については、市 町 村
しちょうそん

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

により上 記
じょうき

に 準
じゅん

じた取 組
とりくみ

が進
すす

められるよう、会議
かいぎ

等
など

の機会
きかい

を利用
りよう

して実 態
じったい

把握
はあく

や

県
けん

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

の取 組
とりくみ

状 況
じょうきょう

の 紹 介
しょうかい

などを 行
おこな

います。  

(4) キャリア形 成
けいせい

 

①  所 属
しょぞく

の支援
しえん

担 当 者
たんとうしゃ

が 障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

と面 談
めんだん

を 行
おこな

い、本 人
ほんにん

の

将 来 的
しょうらいてき

なキャリア形 成
けいせい

のイメージ
い め ー じ

について話
はな

し合
あ

い、 教 育 庁
きょういくちょう

総務課
そ う む か

又
また

は学 校
がっこう

企画課
き か く か

とも 情 報
じょうほう

共 有
きょうゆう

します。  

②  教 育 庁
きょういくちょう

総務課
そ う む か

又
また

は学 校
がっこう

企画課
き か く か

においては、障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

のキャリアアップ
き ゃ り あ あ っ ぷ

に資
し

する人 材
じんざい

育 成
いくせい

等
とう

の制度
せいど

・仕組
し く

みについて検 討
けんとう

します。また、人事
じんじ

評 価
ひょうか

や 昇 任
しょうにん

・ 昇 格
しょうかく

をはじめとした処 遇
しょぐう

・任 用
にんよう

制度
せいど

についても、必 要
ひつよう

に応
おう

じて検 討
けんとう

します。  

③  研 修
けんしゅう

受 講
じゅこう

に必 要
ひつよう

な合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

について、 教 育
きょういく

センター
せ ん た ー

が実施
じっし

する 研 修
けんしゅう

において 提 供
ていきょう

するほか、知事
ち じ

部 局
ぶきょく

等
とう

の関 係
かんけい

機関
きかん

とも

連 携
れんけい

しながら、本 人
ほんにん

の希望
きぼう

等
など

を踏
ふ

まえて適 切
てきせつ

に対 応
たいおう

します。  

(5) その他
た

の人事
じんじ

管理
かんり

 

①  定期的
ていきてき

な面 談
めんだん

のほか、必 要
ひつよう

に応
おう

じて随時
ずいじ

面 談
めんだん

を実施
じっし

し、 状 況
じょうきょう

把握
はあく

・ 体 調
たいちょう

配 慮
はいりょ

を 行
おこな

います。  

②  障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

からの要 望
ようぼう

等
とう

を踏
ふ

まえ、通 勤
つうきん

への配 慮
はいりょ

（勤務
きんむ

地域
ちいき

、 駐 車 場
ちゅうしゃじょう

の確保
かくほ

等
とう

）を 行
おこな

います。  
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③  在 職 中
ざいしょくちゅう

に 疾
しっ

病
ぺい

・事故
じ こ

等
とう

により 障
しょう

がい 者
しゃ

となった 者
もの

について、

円 滑
えんかつ

な職 場
しょくば

復帰
ふっき

のために必 要
ひつよう

な職 務
しょくむ

選 定
せんてい

、職 場
しょくば

環 境
かんきょう

の整備
せいび

等
とう

や

通 院
つういん

への配 慮
はいりょ

等
とう

の取 組
とりくみ

を 行
おこな

います。  

④  本 人
ほんにん

が希望
きぼう

する場合
ばあい

には、「精 神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の 就 労
しゅうろう

パスポート
ぱ す ぽ ー と

（※１）」やナビゲーションブック
な び げ ー し ょ ん ぶ っ く

（※２）などを活 用
かつよう

し、職場
しょくば

定着
ていちゃく

に努
つと

   

めます。  

※１  障
しょう

がい者
しゃ

が 働
はたら

く上
うえ

での自身
じ し ん

の特徴
とくちょう

やアピールポイント
あ ぴ ー る ぽ い ん と

、希望
き ぼ う

する配慮
はいりょ

などを就労
しゅうろう

支援
し え ん

機関
き か ん

とともに整理
せ い り

し、 就 職
しゅうしょく

や職場
しょくば

定着
ていちゃく

に向
む

け、職場
しょくば

や支援
し え ん

機関
き か ん

と必要
ひつよう

な支援
し え ん

に

ついて話
はな

し合
あ

う際
さい

に活用
かつよう

できる 情
じょう

報
ほう

共有
きょうゆう

ツール
つ ー る

 

※２  発達
はったつ

障
しょう

がい者
しゃ

が、自
みずか

らの特徴
とくちょう

やセールスポイント
せ ー る す ぽ い ん と

、障
しょう

がい特性
とくせい

、職 業 上
しょくぎょうじょう

の課題
か だ い

、

事業所
じぎょうしょ

に配慮
はいりょ

を依頼
い ら い

すること等
とう

を取
と

りまとめて、 自
みずか

らの特徴
とくちょう

等
とう

を事業
じぎょう

主
ぬし

や支援
し え ん

機関
き か ん

に説明
せつめい

する際
さい

に活用
かつよう

するツール
つ ー る

 

⑤  本 人
ほんにん

の希望
きぼう

を踏
ふ

まえつつ、必 要
ひつよう

に応
おう

じて外部
がいぶ

の専
せん

門
もん

機関
きかん

や関 係
かんけい

機関
きかん

との連 携
れんけい

を図
はか

り、 情 報
じょうほう

共 有
きょうゆう

や支援
しえん

会議
かいぎ

等
とう

を 行
おこな

います。  

⑥  障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

、及
およ

び 全 職 員
ぜんしょくいん

を 対 象
たいしょう

にアンケート
あ ん け ー と

を実施
じっし

し、仕事
しごと

の 状 況
じょうきょう

や職 場
しょくば

環 境
かんきょう

等
とう

について確 認
かくにん

を 行
おこな

います。  

⑦  障
しょう

がいのある 職 員
しょくいん

が異動
いどう

する際
さい

には、本 人
ほんにん

の意向
いこう

に配 慮
はいりょ

した上
うえ

で 障
しょう

がい特 性
とくせい

等
とう

の引継
ひきつ

ぎを 行
おこな

うなど、円 滑
えんかつ

な異動
いどう

体 制
たいせい

の構 築
こうちく

を

検 討
けんとう

します。  

⑧  市 町 村
しちょうそん

立
りつ

学 校
がっこう

については、市 町 村
しちょうそん

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

により上 記
じょうき

に 準
じゅん

じた取 組
とりくみ

が進
すす

められるよう、会議
かいぎ

等
とう

の機会
きかい

を利用
りよう

して実 態
じったい

把握
はあく

や

県
けん

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

の取 組
とりくみ

状 況
じょうきょう

の 紹
しょう

介
かい

などを 行
おこな

います。  

 

４．  その他
た

 

(1) 国
くに

等
とう

による 障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
しせつ

等
とう

からの物 品
ぶっぴん

等
とう

の 調 達
ちょうたつ

の推 進
すいしん

等
とう

 

に関
かん

する法 律
ほうりつ

（ 障 害
しょうがい

者
しゃ

優 先
ゆうせん

調 達
ちょうたつ

推 進 法
すいしんほう

）に基
もと

づく 障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
しせつ

等
とう

への 発 注
はっちゅう

等
とう

を通
つう

じて、障
しょう

がい者
しゃ

の活 躍
かつやく

の場
ば

の拡 大
かくだい

を推 進
すいしん

しま

す。   
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(2) 法 律
ほうりつ

が施行
しこう

された平 成
へいせい

25年度
ねんど

から 障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
しせつ

等
とう

を 対 象
たいしょう

と

した 調 達
ちょうたつ

を実施
じっし

し、毎年度
まいねんど

当 初
とうしょ

に 調 達
ちょうたつ

目 標
もくひょう

額
がく

を設 定
せってい

しています。引
ひ

き続
つづ

き、知事
ち じ

部 局
ぶきょく

等
など

と 調 達 先
ちょうたつさき

、物 品
ぶっぴん

内 容
ないよう

等
とう

の 情 報
じょうほう

を 共 有
きょうゆう

すること

等
とう

により、 調 達
ちょうたつ

目 標
もくひょう

額
がく

を達 成
たっせい

することを目指
め ざ

します。  
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